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宇宿町の一部は、住所を分かりや
すくするため、住所の表し方が 宇
宿町 番地 から 宇宿 丁目 番
号 で表示する方法に変わります。
宇宿四丁目、五丁目に隣接する区

域は 宇宿四丁目 宇宿五丁目
に編入します。
郵便物も新しい住所で
月 日以降は、郵便物などのあ

て名は新しい住所を使ってくださ
い
住所変更手続き
住民票など市役所の各種台帳 手
続き不要（自動書き替え）
運転免許証や預金通帳など 各自
手続きが必要。手続きに必要な証
明書は今月 日以降、土地利用調
整課で発行（無料）
対象区域には詳しい手続き方法な
どを記した お知らせ を送付し
ます
新築などは届け出を
今回の住居表示実施区域で、新
築・増改築したときは、住居番号
を付けたり、変更する必要があり
ます。建築主は入居前に必ず届け
出てください
【土地利用調整課 】
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パソコン（インターネット）で
確定申告
国税庁ホームページ（

）の確定申告書等作成コーナーを
利用して電子申告（ ）すると、一定
の要件の下、次のメリットがあります
最高 円の税額控除（平成 ・ 年
分に適用を受けていない人のみ）
医療費の領収書などの添付は不要
還付金を 週間程度で還付 など
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税理士による無料相談
年金所得者と給与所得者
（還付申告）を対象に税理
士による無料相談を開設
します
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年金所得者と給与所得者
（還付申告）を対象に税理
士による無料相談を開設
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期 間 月 日（月）
日（月） 時 時
土 日曜日、祝日を除く

市 県民税申告の臨時受付場所
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坂之上福祉館 月 日（火）

錫山校区公民館 月 日（火）

桜ケ丘福祉館 月 日（水）

福平福祉館 月 日（木）
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本名校区コミュニティセンター 月 日（木）

大原地区公民館 月 日（金）
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牟礼岡校区コミュニティセンター 月 日（火）
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松
元
支
所
管
内

四元集会施設 月 日（火）

直木公民館 月 日（水）
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確定申告した人
は、市・県民税
の申告をする必
要はありません


